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自然再生事業と自然環境学習

1. 自然環境学習を通じて自然再生についての理解を促進
自然の回復過程等について、実地での体験を通じて、関心喚起や市民参加に結びつける。

自然環境学習には、①自然再生全体構想の対象区域において、自然環境の現

状やその保全・再生の重要性について理解を促進するためのものと、②個々

の事業実施者が自然再生事業実施計画に係る再生事業地を自然環境学習の場

として活用するよう配慮するものとがあり、両者が相まって自然環境学習を

推進しています。

2. 自然再生事業地を自然環境学習の場として活用
自然再生事業地を活用した自然環境学習プログラムを整備する。


